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グロース市場上場維持基準への適合に関するお知らせ 
 

当社は、2024年５月31日に「上場維持基準の適合に向けた計画」（以下、「計画書」といいます。）を提出し、その内容

について開示しております。さらに、「計画書」の進捗状況については、2025年５月28日に「上場維持基準の適合に向けた計

画に基づく進捗状況について」を開示いたしましたが、この度、東京証券取引所（以下「東証」）から「上場維持基準（分布

基準）への適合状況について」を受領し、グロース市場の上場維持基準に全て適合していることを確認いたしましたので、改め

てお知らせいたします。  

 

記 

 

1. 当社の上場維持基準への適合状況の推移及び計画期間 

当社の計画期間における上場維持基準への適合状況及びその推移当社の2026年２月末時点におけるグロース市場の

上場維持基準への適合状況はその推移を含め、以下のとおりとなっております。計画に基づき各種取り組みを進めてまいりまし

た結果、グロース市場の上場維持基準の全ての項目に適合いたしました。 

 

 
株主数 流通株式数 

流通株式 

時価総額  

流通 
株式比率  

時価総額 
※２ 

当社の適合状況
及びその推移 

2024 年２月 29 日 
時点 ※１ 

1,318 人 7,102 単位 3.7 億円 25.8％ ― 

2025 年２月 28 日 
時点 ※１ 

1,217 人 6,831 単位 4.6 億円 24.8％ ― 

2026 年２月 28 日 
時点 ※１ 

1,053 人 7,726 単位 5.4 億円 28.1% ― 

上場維持基準 150 人以上 
1,000 単位

以上 
５億円以上 25%以上 40 億円 

2026 年２月 28 日時点 適合状況 適合 適合 適合 適合 ― 

※１．2024 年２月 29 日時点、2025 年２月 28 日時点、2026 年２月 28 日時点の当社の適合状況は、東証が当社の基
準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等に基づいて算出を行ったものです。 

※２．時価総額における基準は上場から 10 年を経過している場合に適用されるため当社は該当せず、 2024 年２月 29 日時
点、2025 年２月 28 日時点、2026 年２月 28 日時点の時価総額は示されておりません。 
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2. 上場維持基準の適合に向けた取り組み及び評価 

当社は、2024年５月31日に公表した計画書において、「流通株式時価総額の向上」を基本方針とし、その施策として企

業価値の向上と流通株式数（流通株式比率）の改善を軸に上場維持基準及び経過措置基準に適合するよう取り組んで

まいりました。 具体的には、毎四半期の決算説明資料の開示に加え、半期毎の決算説明動画・書き起こしの開示など、積極

的な情報発信を行うなど、IR活動の強化に取り組みました。また、事業法人の株主様による株式の売却が実施されたほか、当

社従業員向けに過去発行した新株予約権の権利行使の実施、さらに、2026年2月20日に開示した、「譲渡制限付株式報

酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権並びに新株予約権の放棄による消滅及び特別利益計上に関するお知

らせ」に記載のとおり、自己株式79,500株を執行役員及び従業員を対象とした譲渡制限付株式報酬として処分し、流通株

式比率の向上を図りました。その結果、グロース市場の上場維持基準に全て適合していることを確認いたしました。 

 当社は、今後も安定的にグロース市場の上場維持基準に適合していけるよう、引き続き株主、投資家の方々のとの対話を

通じ、当社の持続的成長と更なる企業価値向上に努めてまいります。 

以 上 


